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わが国電機産業に対する直接投資

一一第 1次大戦前の場合一一

藤原貞雄

はじめに

今日，直接投資にかかわる諸問題が社会的にも理論的にも大きく取上げられ

ている。乙れは現在，アメリカの巨大企業を中心とした直接投資活動が，民間

間接投資，国家資本投資，国際経済機関の投資，さらには商品貿易と一体とな

って他国の私企業のみならず国民経済に重大な影響を与える程にまで成長した

事実を反映している。元来，直接投資，とりわけアメリカの直接投資は，両大

戦聞を過渡期として， 1950年代以降全面的ヒ展開してきた資本輸出形熊であり，

発展途上国，先進資本主義国を問わず経済的にi輩出する際の最良の形態として

発展して来た。したがって，第2次大戦を境とする世界の政治的経済的環境の

相違を十分に認めた上で，今日を展望する煎芽として戦前の源流に遡り直接投

資活動を把握することも種々の議論を整理する上で重要であろうと思う。

私はこの作業の一端として，本稿では第 1次大戦前の対日直接投資の問題と

して，とりわけ，日本資本主義が何故に対日直接投資を必然化させ，それは何

をもたらしたのかという問題として整理したい。現在， 日本に対する直接投資

は戦前と比較して，質量共に比重を増しており，日本資本主義にかつてない問

題を投げかけていると思われるからである。

戦前における対日直接投資は間接投資と比較して量的に少ない。 例えば，直

接投資残高は1906年に 1，000万円になり， 自竿から25年まで年平均 2，700万円，

26年に9，200万円， 28年に l億1，4日日万円に達した程度であり n その投資範囲は

1) 大風省理財局 l金融事項参考書」各号0)r外人の内地銀行会社肢資仁見込額)J欄によるロ 以

降1931年まで要汀じなし 31年以降この欄の記載なし固
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尚社，保険業を除けば 21業種目2社に及ぶ程度である九対日投資中に占める

直接投資の比重は投資残高が最高官示した 1930年に残高総額 24億6，600万円中

1億1，400万円と4.6%にすぎない。また1941年末の日本興業銀行調査は日本法

人総資本に占める外国総資本の比重は約0.3%，工業部門だけを取上げれば約

0，5%にすぎないとしている九 この比重が対日直接投資の相対的重要性をその
¥ 

ま主語るものでないことは言うまでもない。しか L，私が木稿でわが国の電気

機械産業 以下電機産業と略すーーに対するI直接投資を取上げた理由は，第

lにこの部門に対する直接投資が工業部門において群を抜いた高い比重を示し

ているからである。前述調査によれば，日本電気，東芝電気，富士電機，三菱

電機，住友電気工業の当時の大手 5社の払込資本金に占める外国自u企業及び外

人の払込資本金の比重は 4億4，850万円中7，250万円"と約16%を占めており，ま

たこの額は同年の直接投資残高の約64%を占める乙とになるという量的側面の

重要性である。第 2に，レーニンは『帝国主義論」において電機産業を「技術

の成果にとって， 19世紀末から20世紀初めにかけての資本主義にとって，もっ

とも典型的な産業」めと特徴づけているが，電機産業は軍事的・政治的・経済的

集中性を高度化する重要な諸手段を供給する産業部門として，帝国主義の発展

成長期に急激に成長した。とりわけ急速に帝国主義国へ成長した日本資本主義

にとって，その脆弱性を補完する手段を供給する ζ心部門が対日直接投資の過

半を越える投資を受け，外国電機独占資本の直接の干渉を受けるに至った ζ と

は， 日本資本主義の構造にかかわる質的重要性を持っと思われるからである。

分析は第 1次大戦前に限ったU その理由は国際的電機独占資本の海外投資活

2) 外務省特別資料品「同本に於ける外国費本」出和2:.年， 68-9へ ジ。電気機械関同事9社が機
械関係24社に続いて多い。

3) 日本興業銀行外事部「外国会社の本邦投資」柑和国年， 41-2へ-::/019:3年代にかなりの外国
資本の引上げがあったこと。この調査が投資国を米，英，オランダに限り，しかも支庖，出張所
を除いていること，日本法人総資本が公称賢本金である白に対¥.-，外国総資本が払込資本金であ
ること等によって，その比重は現実より低〈あらねれている。

。前出「外国会社り本弗投資J44-5ベ一九この数字が時期的に低〈あらわれる ζとは前注で述
べたとおりである。

5) νーニ γ 「賢本王義り最高の段階としての帝国主義J，レーニン全集J22巷，大月版， 283へ
ジ。邦訳では「電気産業」となっているが本文の内容から電気機械産業のことと理解できる。
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動の環境は第 1次大戦を契機として異なり，また口本資本主義の発展段階，従

って電機産業のそれも異なるからである。

I 電機産業の形成と直接投資の現実化過程

a 直接投資の自由化

政府の対外資政策は現実には日清戦争直後まで外資排除政策であっため。こ

の政策の基礎には，維新以来，急速な資本主義発展をみているとは言え，今な

お原蓄段階にあって，資本蓄積の不足を外国資本に依拠しなければならない程

の資本制生産の発展段潜には達していなかったという事実があった。それと共

に不平等条約によって居留地が設定され，居留地外商の輸出入取扱高が日本商

人のそれを圧倒し，関税自主権を奪われ，外国商品の輸入を規制することがで

きず，治外法権が強制され，公平な商業活動が困難といった条件下では，外国

資本の対日投資を排除することは日本の経済的植民地化を防ぐ唯一の残された

手段だったからである。

日清戦争後，外資排除政策は外資導入政策にかわった。 1戦後経主主」と呼ば

れた，軍備・政府公共部門の拡大充実を図りながら，他方で，戦争を契機とし

て急速に増大した民間企業の資金需要に対応する必要があッたからである。ま

た， 1894年の改正日英通商航海条約の調印と日清戦争の勝利によって，外資導

入による経済的植民地化の危険をまぬがれたからである。しかし，とこで注意

すべきことは，政府樹立以後30年間，政府は実際においては外資排除政策を採

ったが，ょの ζ とは政府が対日I主会長会の排除を意志統ーしていた ζ とを意味

しないことである。直接投資の自由化 もちろん，当時こうした概念は存在

せず 1内地雑居J，1内地解放」と呼ばれた は，すでに井上馨外相が1882

年に聞いた各国との条約改正予備会議〔予議会〕で日本側から提案されており乃

6) 掴江保蔵「外資導入の回顧と展望」昭和i2-5年.35-6ヘジ。
7) イ，井よ馨侯伝記編纂会「世外井よ公缶3J昭和43年， 907-37 ~~- -:/ 0 1887年7月，井上外相
は条約改正反対の戸の高まりに抗して，条約改正精精理由書を内閣に提出した。この理由書(意
見書)の同容は多畦にわたu ているカ久門地解放がわが国経慣に利益が多いζ とを力説して U、
る。利益は第1に外国人が園内で「大ナル製造所ヲ創設内我国米ダ有ラザルノ工業ヲ起」こす
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むしろ自由化が政府中枢の 貫した方針であったことに注目すべきである。政

府は外国からの要求の強かった内地解放=直接投資の自由化〈居留地内での投資

は自由であったからE確には完全自由化〉を条件とじて治外法権撤廃を得ょうとし

たのである。周知のように，井上外相，大隈重信両外相はその条約改正交渉が

日本に不利であり屈厚的であるという世論に席を追われ，また，青木周蔵，榎

本武揚，陸奥宗光らの外相もこうした世論を最大限考慮せざるを得なかった。

この意味では，直接投資の自由化を維新以来30年間阻止し得たのは，民権派さ

らには国権派まで含む国民の世論であった。

第 1次大戦前の政府の直接投資の導入策は新条約にもとつく 1899年の治外法

権の完全撤廃，内地解放と乙れを前提と Lた新商法の実施に始まり， 1910年の

外国人の土地所有権の公認〈同年法律59号〕によって完成すると考えられる。 97

年の貨幣法，すなわち金本位制の実施はイギリス， ドイツについでフヲ γス主

導のラテγ貨幣同盟が事実上崩壊し，ヨ ロッパの資本主義国の金本位制へ移

行~，アメリカもまた金本位制へ移行する 日本より 3年遅れるーーーという

金によっτ結合されようとする世界資本主義体制に日本もまた参加し，資本元

本，不'U潤，利子の本国輸送を保証することで外資導入をその形態を問わず促進

する役割を果した。注 7で触れたロエJ、レノレ商法草案は修正を経て1890年に公

布された CI日商法〕。しかし前に述べた事情から完全『治外法権すら撤廃できな

い以上施行すべきでないと L寸反対が強心 部幸匹弘、て施行が延期され， 18 

ことによって「財本増殖ノー源ヲ悔ノレJ，P.)::ができる，すなわち資本が輸入されることと外国人
企業の高い生産力によって商品価格が従来より低減し，その分だけ消費者の貯蓄が増すことによ
って資本が増加するM 第ヌに労働者が外国人の経営する士場で新知識令掃全国に広げることが
できるコ第3に労働者の賃金が噌加L，生活水準があがる。 第4に日本人経醤者が外国人から
「大規模ノ事業ヲ管理指揮スルノ方法」を学ぶとシができるこ之等であ勺た.彼の荒見は開詩型以
来の政府四通商政簡を賞賛L，内地解放によっても外国費本の支配を招く恐れはないという 方
的 楽観的なも自であるが〔との点で井上清教授の激Lい批判がある。井上情「条約改在J昭和

田年， 117-8へ ジ毒照!)，外資排除論が優勢な中で，外資導入論が主として外債発行論であった
のに対し，置接投資論として外資帯入を推進しよう Fしている点に他の論若に臣られない特徴が
ある旬
ロヲ外国人，外国会社白日本における商行為を韮t宅するのは商怯であるが，商法の原牢は1884

年に司法省顧問ロエスレノレ (Herman乱 Rosler)によって「商法草案」としてすでに完成し亡し、

た。「商法草案」が，冒頭，主主治最5長で外国人の日本における世業の自由，準則主義の盟定をか
かげたことは注目すべきことである。
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99年 7月より各国との聞で治外法権が撤廃されることになれ前年98年の第13

回帝国議会で新商法の実施が決定された。新商法は第2編第6草で外国会社の

章を設け， 第258条で準則主議士規定し， この年から新商法に基づいて対日直

接投資が法的にも可能となった。また外国人の土地所有権の公認は土地を生産

手段，蓄財手段として所有することを認めることによって，外国人の直接投資

活動を完全に保障する意味を持ったへ

外資輸入残高の動きは表 lに示されるよ

うに日清・日露戦争後の資金需要の激増と

これ脅補号外資導入の法制的措置と結びつ

いて動いている。

直接投資の自由化は，間接投資が興銀の

設立等によりて積極的に導入された"こと

に比べて消極的であれ外国人の鉱業権に

ついては1905年まで認めず，外国人の土地

所有 日本人の土地所有を認める国の外

国人に限る一一の公認まで10年以上要して

いることから慎重に行なわれたと言ってよ

表 1 対日直接投資残高推移
(単位百万円〉

;i'¥拘接投資直接投資!合計

1897 43 不詳 4o 

1899 141 dケ 141 

1901 141 Jク 141 

1903 195 か 195 

19的5 1，409 5.1 1，414 

19日7 1，383 18.0 1，401 

1909 1，537 24.3 1，561 

1911 1，738 28.1 1，767 

1913 1，944 26.5 1，970 

1915 1，909 28.1 1，~ö7 

1917 1.728 26.2 1，754 

出所〕大蔵省理財局「金融事項善参考」
い。 ζれは，この時期ょうやく産業資本の 外資輸入現在高表より作成。

基礎を出めつつあった日本資本主義が治外法権撤廃を実現したとは言え，今だ

十分な関税白土権を得る ζ とができない条件のもとで国内市場の保護を可能な

限り考えなければならなかったことの反映であり，舛国資本への警戒を示して

いる。この点では，今日の多くの発展途上国が土地提供，税法上の特典供与等

によって外国資本の直接投資を積極的に導入し園内市場の開発を行なおうとし

ている:1:.1:対照的である。

8) ポアソナード，阿国人に対する土地所有権の禁を撤する利益に付て， I法学吉林」第5巻第4o
号，明治36年， 2-8ペジ.

9) 19阻年の鉄道，都築!工場の 3抵当法，担保付社債信託法は社債の外国で0発行を容易にする
ためのものだった@
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しかL問題は本稿で取上げる電機産業では，この部門の独占的企業を創出，

支配する程に外国資本の進出を見たということであるo まず，海外におけるこ

の部門の独占資本の成立と国際競争の激化という背景のなかで，政府が採った

政策を確認し，日本資本主義の構造の中にこの期の電機産業に位置づけること

が必要であろう。

b 国際競争と敗北

わが周の電機産業においては日清戦争前の1890年前半に有線通信，電話，電

球，重電機の各部門に後に大手企業として発展した企業が形成されたの電信電

話機部門の明工舎〔後の沖商会〕が91年，電球部門の白熱舎〔後の東京電気〕が

9日年，重電機部門の芝浦製作所が93年に創業した。当時， これらの企業は小さ

な工場に旧式の小型旋盤や自家製の工作機械を数台取付け，数人から数十人の

表 2 規模比較 (1891年)

1臨毘:詰口c号τ:悶 a午11Th
官;$z芯芯::jい… 計 I

W

年間販売高 α方ドル〉川 1，印o I 1，03ωo I 5削 3羽8，口凹円

公称資本金(1万ドル〉

従業 員(人〉

1，5UO 

6，000 

1，040 

4，000 

500 15U，UOO~ 

1，300 99 

出所)アメりカ 3社は， H. C PASSER. The Electrical Manufacturers 1875-1900， p.150 
1)東京電気は1899年の数字「東京芝浦電気株式会社85年史」の各表土り。

職工が働いている町工場の段階にすぎなかった。白熱舎は設立資本金2，000円

だった。芝浦製作所もまだ三井銀行の管理下にあり，電気機械だけでなく，機

械類 般の修理・製造を行なう三井系企業の附属工場にすぎなかった。電信電

話部門の明工舎が官軍需に支えられ比較的順調であった。他方，アメリカの電

機産業の独占体制は 189日年代の前半に確立した。 業界 1位 2位を占める

Edison G eneraJ Electric社と Thomson-HDuston社は92年に合併して Gcneral

ElectrIc社一一以下 GE社と略す となり，その支配権をそんガゾ・グノレー

プが握った。与の年以降，ロックフヱラ ，メロン・グループに属する 1可est-

inghouse社一一以下 WH粁と略す との 2社独占体制が成立しているロ

ヨーロッパ，とりわけドイツでも同様な事態が進行し， 20世紀初頭には国際電
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球カノレテノレ体制が成立する程に発展している。，まさに，わが国の電気機械企

業は，世界の独占資本が世界市場の分割を完了しつつある時期にようやく成立

したのである。J10
)

日清戦争以後の急速な資本主義発展につれて，電機市場は肱大L，外国電機

製品が愉入された。日本はそれ自体が市場として有望であったに止まらず，広

大な中国市場の前進基地として政治経済的条件を備えていた。すでに， 1899年

に直接投資は自由化されていた。もし，わが国の電機資本が生き残ろうとすれ

ぼ，積極的に外国資本の投資を受入れることによって，資本・技術基盤を強化

し，他の外国資本および園内資本との競争において有利な位置を占めるか，あ

るいは，政府の保護政策に土って資本・技術基盤を強化し外国資本との競争に

勝つかのどちらかしかなかったが，電機資本は後者の方法を期待できなかった。

何故なら，第 1に，当時の日本資本主義は製糸・紡績などの繊維産業を輸出産

業部門とし，この部門が得た外貨で原材料及び機械類を輸入し，主F一事主導のも

とで製鉄・造船等の軍事関連重工業の発展を図る態勢をとっていたが，第 1次

大戦前においては，電信電話機部門を除けば，電球部門は園内向日消費制一生産

部門(日露戦争前後までは者修品生産部門 Eすらあった〕にすぎず，重量電機部門も機

械工業の極めて小規模な亜部門にすぎず?輸出産業部門でもあるいは軍事関連

部門でもなかったからである。第 2~::.，日本資本主義が電化の要求を内在 L ，

したがって園内電機市場の急速な拡大の必然性があったが，同内電機資本の保

護政策は電化の要求を拒むことになったからである。高額小作料と低賃金が園

民の消費水準を抑え，本来大泉消費材である電球の需要を1910年代になるまで

十分に拡大しなかったし山， また豊富廉価な労働力と長時間労働は旧式の蒸気

機関の 掃を妨み，工場電化を1910年代後半まで引きのばし円重電機市場の

10) 竹内宏「電気機械工業」昭和田年， 110ベ ク。
11) 逓信者電気局「電気事業要覧j大正8年によれば戸数100戸当り電灯取付戸数は1907年2.3戸で

あったが1913年23.1戸1917年43.2戸と急速に増加した。
12) 小山区偉，上林貞治郎，北原道貫「日本産業機構研究」昭和18年， 2話一7ページ，電化率〔弘)

=工場電動機馬!J数十工場動力機総馬力数xl0刷ま官官工場が当熱高かッたが， 1917年， 官営，
民営工場共に50%を越えた。
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発展を遅らせる要因となったが，他方で日本資木主義の軍事的位格は電信電話

事業の官営決定によって，早期に安定した市場を創出 L， I文明開化」による

近代化と夜間労働の要請は，アメリカとはもがって電滋製造資本から独立した

電灯事業を先行的に生み叫， 電球市場を拡大L，さらに動力資源の貧困は水力

発電による電化の要請となって重電機市場を拡大する等， 日露戦争以降，国内

電機市場は急速に拡大したことに注目すべきである凶。

したがって，市場拡大要因に対応するために政府は資本自由化による電機産

業の近代化政策を採らざるを得なかったのであり，園内電機資本には前者の方

法しか残きれなかった。外国電機独占資本の直接投資の現実化過程は，わが国

の資本が悶際競争に敗北して，あるいは将来の敗北を未然に防ぐために，資本

.技術を受入れる過程として展開した。

各々の部門での直接投資の現実化過程を少し立入って述べれば次のようなも

のであった。

(1) 電信電話機部門 この部門はすでに述べたように官軍需に支えられ順

調に発展していた。 1~1尚会などの圏内企業とアメリカの Western Electr四社町

以下 WE社と略す一一ー等の輸入品が激しい競争をし亡し、たが， 1896年に

始まった電話事業第 1期計画 (7ウ年継続事業，総額1300方円〉の電話機，交換機

はWE社が一括受注した。 1898年， WE社は競争激化を恐れ「沖商会トノ閉ュ利

益ノ衝突ヲ避ケン為メ物品ノ輸入又ハ日本ニテ製造ヲ為スニ係ヲズ総テノ商売

ニ於ケノレ予i怪分配ニ付予約ヲ整へ置グコトヲ提議ス。 日本帝国ノ法律改正

セラレ外国人ノ名義二テ'I/'言τすヲ保有スノレコト許サノレノレトキニテハ沖牙太

郎及沖商会ノ業務ニインタレス・テ キング選択ヲ希望スベキコトヲ了解セラ

ノレヘシi6
)(傍線原文ママ〕と交渉した。この受渉は沖商会の一方的利益持出しを

13) 1886年に東京電灯， 8~年に神戸電灯，大阪電灯，京都電灯などが開業した。
14) 前出 日本産業機構研究 I234ページー電車機電力数で圏内電機市場を表現すれま190E年を基

単にして， 1908年2倍， 11年7.3倍， 1913年12倍と伸びた。
15) WE社は有名な AmericanT elephoIェe& Telegraph社。電話機製造部門を担当する会社

で，アメリカ国内の電話機生産を独占し，活発な輸出を行なった。
16) 久仕清次郎「仲子太郎」昭和 7今う 95-7ベージ， WE社世書世W 田 i カールトンの仲ぜ太

良日へD信書 (1898年3月 1日付〉。
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要求したにすぎず中商会は拒絶した。 このため WE社との提携を目的に，

同年，日本電気合資会社が設立され，翌年，商法改正と同時に同社は改組され，

WE社との合弁公社日本電気株式会社となった。

この部門は，既存企業への投資に失敗したアメリカ資本が新規に完全子会社

に近い合弁会社をつくり， 日本市場を次第に独占した過程であるが，次に見る

電球部門のように競争→敗北→投資受入とならなかったのは，当時り電信電話

機部門の技術水準で不十分ながらも外国資本と対抗できた川こと以上に， ζ の

部門の市場が圧倒的に官軍需市場であったために，安定かつ園内資本に有干IJで

あったからであるu

(2) 電球部門 電灯会社が. 1880年代末から卯年代にかけて続々と設立さ

れ，電球市場は拡大したが，輸入電球が完全に市場を支配した。電球輸入関税

は19日4年まで従側 6% (同年7月から10%)で無保護に近<.園内唯一の電球製

造会社，東京電気 (1899年設立，元の白熱舎〕は常に外国電球に対抗し得る品質

と価格を要求されたが，直接投資が自由化された99年，従業員99人，払込資本

金 9方円， 月間電球販売個数 l万1，000個余りの小企業では少品種大量生産で

生産コストを引下げるに限界があった。日露戦争による工業用電力需要の拡大

が民間電灯を圧迫し，電灯料金の高騰をもたらしたことによる，電灯需要の減

退と電球の供給過剰のために東京電気の業績は極端に悪化し 1903， 4年には

「金融の道は絶たれて3 運転資金や従業員の給料支払いにもこと欠<Lまつと

なった。 J18)このため同社は資金獲得のため噌資を 3回計画したが応ずる者なく

失敗し，遂に iGE社に融資を仰ぐJ1Q)(傍点引用者〕よとになった。 GE社は村

井兄弟商会の財務部長綾部忠彦に東京電気の内容調査を委嘱し，その報告から

同社の販売網と伎術水準に着目し， 1905年，増資2.5万円のうち20万4，000円を引

受けた。同時に GE社の電球生産設備，技術を東京電気に投入し，日本市場独
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占の作業に着手した問。

(3) 重電機部門 日露戦争後，重工業部門の成長につれて産業用動力源は

官営工場を先導として，電力の比重が増大した。町また第 1次大戦中の1917年

に工場電化率(注12参照)は官営民営工場共に50%を越えた。電力コストほ発電

規模が大きくなる程低「するので，大容量高電圧長距離送電が必要となり，発

送変電設備り大容量化をもたらした。重電機器の製作は高度の技術と関連工業

の発達を必要とするので，ょうや〈重工業建設が軌道に乗りはじめた日露戦争

後から第 1次大戦まで大容量機器は外国製品に依存せざるを得ない情況であっ

式二~)。

株式会社芝浦製作所は1904年に三井鉱山合名会社から独v発足したが，その

時，公称資本金100万円，従業員803名，工場敷地 3万4，OOOm2で，当時の水準で

は大会社であったの同社は技術面では前身の田中製作所 (1875年創立〕以来の蓄

積を持ち，資本面では三井財閥に基盤を持っていたため，重電機部門にあって

は圧倒的な地位を保持していたが，上述の重電機の大容量化に対応できなかっ

た。 しかも日露戦争後に族生した圏内重電機企業との競争が激化していたへ

したがって，芝浦製作所がその圧倒的地位を保持しようとすれば外国重電機技

術を獲得し，それをもって競争手段とし，外国資本による市場の独占を阻止す

ると共に，他の国内企業に対する優位性を決定的にすることしか残されていな

かった。 iいま日本ですぐ、れた電機工場をつくるのに問題になるのは，資本よ

りもむしろ技術である。しかし，いまの芝浦製作所には，研究所をつくるだけ

の余裕がない。この際，世界有数の電機製作所と提携して，そり知識と経験と

20) 前掲書， 16ベ ジ。東京電気第14期事業報告書は次のよ弓に述べている。 i米国ゼネラル会社
ハ契約三ヨリテ其秘官製造方法及特許使用権ヲ当社ニ譲リ，其組験ヲ悉ク本社ニ移サンカd為ニ同
社独特ノ諸器械ヲ送り，之1ノカ設置及斯業ノ指革ノ為メ電球製造技師ヲ灘来セジメ，該技師目下
既エ本社ニ於テ斯業二従ヒツツアリ，右機械新方法ニヨル製作品ノ本邦市場ヲ圧スルノ日亦タ近
キヶアリ，即チ今ヤ会社経済上ノ基礎ハ牢固トシテ益々 竪ク事業拡張ノ計百毛既ニ成リ 。」

21) 前出「日本産業機構研究J235-7ぺ >/0 

22) 日本電機工業会「白木電機工業史」昭和"年"， 59へージa

23) 1905年，電業社原動機製作社，翌年， -，斐造船所電機工場， 07年，高村電機製作所， D8年，目
立拡山修理工場 (1911年に目立製作所に発展〉等が設押された。
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を吸収するのが得策である。それには GE社と提携するのが最良である」叫と

いう意見が採用され， 1910年 5月，臨時株主総会で GE社との提携，増資が承

認され，資本金200万円付万株〉となり GE社は新株式9，900株を手に入れた。

戦前の対日投資と対外資政策の実証的分析について秀れた先駆的業績を残さ

れた堀江保蔵教授は2白世紀初頭から増大した対日直接投資について「日露戦争

によって消耗した企業資本は，政府の外債政策によって可なり補充せられてい

て 1色素-b~&.\安!:L-元ゐ止会キ土らもらころ生命であった。乙のようなわけで，
直接産業投資の大部分は，日本資本との共同企業の形をとり，而も技術的提携

を主眼とするものが少くなかった」お)(傍点引用者〕と概括されている。しかし少

なくとも，本稿で取上げた電機産業の場合，直接投資を受入れた過程は「資本

よりもむしろ技術」を必要としたからとは言えない。日本電気は形式は合弁会

社であるが WE社の完全子会社にすぎず，東京電気の場合はむしろ技術より

も資本を必要としていたのであり，芝浦製作所の場合ですらも，提携しなけれ

ば遅かれ早かれ国際競争戦に敗北せざるを得ない，あるいは他の国内企業が外

国資本と結びつい C同社の地位を危うく Fるであろうという現実が提携を強制

したのである。したがって，技術獲得の視点からのみ外資導入を説明すること

は少な〈とも電機産業では一面的であれ、当時の国際的競争の現実を無視する

結果になると思われる。また企業提携，合弁企業形態をとった理由についても

別の視角からの検討が必要であろう。

II アメリ力電機資本の支配

上述の 3社は， WE社 GE社の投資受入れによって急速に独占的企業に

発展した。日本電気は先発の国内メーカーである沖商会，共立電機電線の γヱ

アに強引に割込み「明治45年に早〈も官需民需共に50%を占め，大正14年には

官需においては70.2%を占めるに至」回り，資本金も設立時(1田9年〕から192C年

24) 前出「東芝社史J5Sベ←シ。

25) 前出「外資導入の回顧と展望J126ベ ク白

26) 日本電気株式会社 r65年のあゆみ」昭和33年， 15へージ。
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までに42倍と急増した。東京電気は1905年，従業員165人，年間竜球売上高日

万7，000円が192旧年にはえ900人， 812万円，資本金も20倍に膨脹した。同社は後

発電球メーカーに市場協定を強制し， 1914午には電球カルテノレをつくりあげ，

さらに中堅電球メ カ の系列化p 吸収合併を進め巨大な独占体に成長じた。

芝浦製作所も 1910年，従業員1，100 表 3 日本電気におけるWE社の資本比率

人，売上高78万円が 192日年には

4，3∞人， 2，2C日万円， 資本金も4，5

倍となった。

ζの急速な発展過程は同時にア

メリカ電機資本の支配の深化の過

程でもあった。戦前の対日直接投

資の研究の原典となっている「外

国会社の本邦投資」は外国資本が

「その資本効率を昂める為，投資

会社を搾取したと云うが如き事例

には殆んど接しない」ベ [1，20) 

例外を除いては，その支配は微温

的なものであったと云い得ょう」盟1

と述べ，国際的な支配従属関係に

否定的である。こうした見解は直

接投資受入の必然化を単純に外国

技術の獲得に求める視点や支配を

外国資本の持株比率や役員比率に

限定したり，外国資本が日常の営

年" I主称資本|ま込資本官鵠FIZEE皇
方円 方円 方円 % 

1899 20 15 8. 1 54.0 

1918 500 375 217 57.9 

192口 1，000 625 367 58.6 

19ヌ日 2.000 1，250 7~R 59.0 

1928 2，000 1，750 1.032 59θ 

1932 1，250 1，250 625 49.9 

194旧 ~，OOO ~，OOO 9烏5 ~2B 

1942 5，000 5，000 984 19.7 

1) 1906年から1917年まで資料に記棋なし。そ白
他町年についても詔揚がないため，増減変化の
大きかった年を特にとりあげた。

2) WE社以外に数名の個人外人株主は WE社
出資額に含めた。

出所) r外国会社の木邦投資J100-1但へ一九

ー表 4 東京電気におげるGE社の持株比率

午 l主称資本陸発行株|主主基持品持株

万円 万株 % ラ6
1905 40 0.8 51.0 5.2 

1910 160 3.2 55.3 17.4 

1915 360 7.2 553 15.5 

1920 1，000 20 56.5 9.4 

1925 2，100 42 57.0 6.1 

1930 4，200 84 52.3 5.4 

1935 3，950 79 40.0 5.6 

1938 5，950 119 35.8 3.8 

業活動全般に干渉することと考え 出所) [東芝社史」白各表より作成。

27) 前出「外国会祉の本邦投資J24、ージ.

28) 商品書， 34ページ。



ることから生じてい否。

持林比率や役員比率は企

業の支配関係を直接関瞭

に示すとは言え，その他

にも複雑で決定的な仕組

みが備えられτいるので

あり，このような仕組み

を含めて支配の全体像を

明らかにする必要があろ

わが国電機座業に対する直量投資 (57 )日7

表-5 芝浦製作所におけるGE社の持株叱率

年 i主称資本陸発行株院EF12主持株1説室持
万円 万株 % ラ6 ラ6

1910 200 4 24.8 3.6 52.2 

1915 500 10 29.4 1.1 55.0 

1920 2，日00 40 4.8l) 1.3 53.2 

192G zρ00 40 32.3 0.8 56.3 

1930 2，000 40 32.2 ng 56.2 

1935 1，500 30 21.5 ng 59.4 

1938 3，000 60 21.5 ng 36.0 

1) 1920年 6月ヒ4倍増資が行たわれたが.GE社の都合で
増資株引畳が一時的におくれたため比率が下ってあらわれ
ナこ。

う。ここでは 3社の持株， 出所〕前表に同じ。

役員比率の他に，技術支配，原材料支配，市場支配・販路制限の諸側面から明

ら古叶こしてゆこう。

(1) 持株比率 3社の資本比率，持株比率は表 3，4， 5に示したとおりで

ある。日本電気，東京電気の場合， WE社 GE社の持株比率が50%を越え，

芝浦製作所の場合， GE社が30%前後で逆に三井家が50%以上を所有しており，

前 2社の場合，直接投資を受入れた時，既に日本棋lの従属的立場が決定的であ

ったことが見亡とれる。前2社の従属が決定的となった理由は第1に，日本電

気の場合，前身が輸入代理業者で資本， 技術基盤を持たず WE社が政策上

日本恨IJに株式を配分したにすぎなかったL.，東京電気の場合，電球市場での国

際競争に敗れ，倒産寸前に GE社の出資を得たのであり，芝浦製作所の場合と

はおかれた条件が異なっているということ，第 2に，表で明らかなように日本

電気，東京電気は急速に膨脹し，この過程で日本側株式は財間金融機関に集中

されてゆくが，直接投資の現実化の時点では，芝浦製作所が三井家に資金基盤

を有したのに対し，前2社は財闘に基盤を持たず資金力が弱かったことである。

しかし，芝浦製作所が他の 2社より技術・資本の点で格段に有利な条件を持っ

ていたとは言え，それがGE社の持株比率約30%に結果したとは言えないこと

にも注意が必要であろうへ前2社の場合，過半数持株支配が可能であった。
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逆に芝浦製作所の場合 r株式の民主化Jによる少数持株支配の可能な戦後と

は違って， GE社の約30%の持株でもこの面での支配は不可能であった。

持株比率は役員比率にそのまま反映するわけではないu 日木電気では， WE  

社が過半数の役員を占めたのに対L，東京電気では日本側が過半数を市めた。

芝浦製作所では当然日本側が多数であった。 3社に共通していることは， WE  

社， GE f土の役員が技術担当役員であり，技術問題に関しては彼らの指揮下に

あったことである。 GE社と東京電気および芝浦製作所との「資本投下に際し

ての特約」によれば i両社に於て工場建設，機械配置に付ては， GE社設計

の青写真を送附し之を指導すること」の一項があるが初 この項目は技術面で

のGE社の強い発言力を示じており， GE社の「斯る重役は一般経営面にも容

疑せざるを常とした」叫にもかかわらず指導が技術面にとどまらず経営面にも

及んだことと考えられる。 Lたがって日本電気を別にしても，東京電気，芝浦

製作所において日本側役員が過半数を占めたにもかかわらず，技術面を GE

社役員が把握することによって，比半に必らずしも比例しない強い発言力を彼

らが持ち得たことを強調する必要があろう。

(2) 技術支配 3社の急速な発展の基礎に WE社， GE辻の技術 単

なる製造技術にとどまらず，生産管理♂経営管理技術まで含んで の独占が

あったことは言うまでもない。日本電気は WE社所有の特許約1，000件の独占

的使用権を得ていた即υ 東京電気， 芝浦製作所も GE社及び同系会祉の特許の

自由使用権を得ていただけではなく， r両社に於て解決困難なる技術的問題は

GE社に研究を依頼し得」町た。 3社の WE社， GE社への技術寄生件は明ら

29) 前出一東芝社史J60ベ一九 GE社は当初持神北率をGE芝浦=51:49を主張し芝浦製作所
もそれを受入れる意志であったが，契約直前に日本市場に不安を感じその比率を下げるよう申入
れ，結局GE社。比率が下ったと芝浦製作所専務大田黒重五郎が語っているe 過半数持株主配が
企業支配の原則であるが，投資リスグを避けたのである.

30) 前出一外国会社の本邦投資J64へ一三人本書の調査は19団年，東京電気と芝浦製作所が合併し
て東京芝浦電気となった後になされたので引用文のような妾現となっている。

31) 前調書， 66ペジ。
32) 前損害 1但べ一九

33) 前掲書， 63ページ.
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かである。技術支配の根幹は寄生性，依存性を体質化することによって自主開

発能力を去勢することであるが汽 さらに技術独占が資本の主要注競争手段で

ある以上 3社への技術導入もアメリカ電機資本の競争手段としての効カを維

持する仕組みを持っていた。第 1に，高率の技術料は日本側企業の資本蓄積を

阻宮し技術開発投資を妨げると共に製品ヲストを上昇させ，競争力の上昇を抑

制する。例えば，日本電気の場合，特許使用料，技術指導料として年間販売総

額の約2%を支払った冊。 その額がいかに高いものであったかは次の事実によ

っても示されよう。 1941年 7月の「外国人関係取引取締規則」によってアメリ

カへの送金が不可能になった後，上の対価は日本政府の「特殊財産管理勘定J

に供託されたが，終戦までの 4年間の総額は約102万円である。 この額は同時

期の株式配当金(当時10%前後)241万円の約42%，WE社の払込資本金の10%

強を占めた程で， WE社が技術独占でいかに高い利益を得たかを知り得る。

東京電気，芝浦製作所も初期には年間売上高の 1%.後には毎期利益の 4%を

技術指導料として GE社に支払うことを特約で定めた問。第2に，クロスライ

センス契約によってアメリカ電機資本は日本の電機技術の成果を確保した。東

京電気，芝浦製作所の場合がそうであった向。両社の技術的従属は深まりこそ

すれ，独自の技術開発が自立の契機と成り得ず，技術水準の上昇がアメりカ電

機資本との競争力の強化につながらない仕組みになっ ζいた。

(3) 原材料支配 第 1次大戦前の電機産業においては，関連工業一一特に

大容量機器製作に不可欠な工作機械工業 が未発展であり，また原材料

特に導磁材料の註素鋼板 が不足しており，このために 2社はし、ずれも原材

料，部品，機械1買を WE社， GE社に依存せざるを得ず，導入技術への依存

はそのため一層高まらざるを得なか『た。なぜなら，製品精度は原材料，部品，

T作機の一元性を要求するからである。東京電気，芝浦製作所の場合は原材料，

34) 中村静治「戦撞日本経済と技術発展」昭和45年， 2~~ 加るベージ。
35) 前出「州国会社。本邦投資J108へーク。
36) 前掲書， 64ベーシ。
37) 前掲書， 63ペジ。
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機械類を GE社および関連会社から斡旋された羽〉。日本電気の場合， 日本製品

を使用することが明らかに利益となる場合を除いては， WE社から購入する

ことを義務とされたへ このような原材料，関連機械類句供給の独占は 3社

に対する支配を強化する役割を持ち，一方でアメリカ電機資本の独占価格での

市場確保を容易にすると共に他方で日本電機資本の技術構成に比べて価値構成

を高めるよとによれその競争力を奪う効果を持ったことに注意する必要があ

る。

(4) 市場支配と販路制限 アメリカ電機資本の市場進出は 3社に対する直

接投資によって，直接的，間接的に一層強化された。すでにJlr今べたように 3社

は急速に成長し，園内市場の占拠率を高めたが，それはとりもなおさず3社を

通じたアメリカ電機資本の市場進出を暗に語っている。直接的市場進出は第1

に日本側企業に商業資本の役割を果させることによって，輸入サーピス業，ア

フターケア，市場情報の入手を行なわせ，他企業との競争条件士有利にするこ

とによって，第 2に日本側企業を労働集約型の小容量機器，単純あるいは旧来

の商品の生産に特化させ，独占利潤が保障された資本集約型の大容量1静止器生産

をアメリカ側企業が独占することによって市場競争を忌避することによって容

易になった。また原材料L関連機械類の供給独占が直接進出をより容易にする

ことは既に述べた通りである。またアメリカ電機資本は 3社の製品の形をとっ

て，直接進出の不可能な朝鮮，中国大陸0)日本植民地にも，間接的に進出する

よとが可能であった。 GE社， WE社などのアメリカ電機資本は日本市場の

支配のためには競争相手であるヨーロッパの電機資本を駆逐する必要があった

が，そのために 3社の労働者の劣悪な労働条件と低賃金を徹底的に利用した。

その成功した典型は当の GE社のヱジソ Y 電球， ドイツ，イギリス，オヲ Y 夕、、

の各電球会社の製品が激しい競争を行なっていたわが周の電球市場で， GE社

が東京電気を支配下に収めた1905年以降，東京電気の手によってこれら各社。

38) 前掲書. 65へージ。

39) 前掲書， 106ヘジ.
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電球を駆逐した例である。それが GE社の技術と東京電気労働者の低賃金長時

間労働の結合にあったζ とは，それ以前に GE社町優秀な技術でも競争に結着

がつかなかったことから明らかであろう。

アメリヵ電機資本の対日直接投資の意図が日本の労働者階級の劣悪な労働条

件と低賃金，さらに零細下請企業の収奪を挺子と Lた日本国内布場と日本帝国

主義の「勢力圏」を含む大陸市場の支配であったと左は多〈の論者が共通して

認めるとよろであるn その際，彼らが最も恐れたことは提携先企業が彼らの技

術と，まさに彼らが利用しようとした搾取収奪の諸条件とを結合して，強力な

競争相手に成長し，市場競争が激化することであった。これを防止するために

とられた措置が，日本電機資本をアメリカ電機資本の経済的領域から排除する

販路制限協定だった。 日本電気の販売領域は日本国内および「満州」であっ

たぺ GE社と東京電気，芝浦製作所の販路協定については明らかでないが，

日本国内 r満州J，南方諸領域に限られたようである叫。

販路協定による市場制限は 3社がその生産能力を高めれば高める程大きな

姪借となったが，その実際の効果は 2つの側面から判断する必要がある。東京

電気は GE社との特約によって，協定地域外への輸出を禁止されていたが，後

発の中小電球メーカーは国内市場を東京電気とすでに述べた東京電気の支配下

にある電球カノレケノレに独占されたために輸出に頼らざるを得ず， ヨーロ γパ，

アメリカヘ猛烈な安値輸出攻勢をかけた。このため「斡山先のアメリカでは，

GE社は価格引上げをさけて新型の電球を生産してこれに対抗したが，ついに

及ばず， 1933年にアメリカ関税委員会に提訴」叫するほどであり，東京電気が

GE社から販路制限を受けなかったならば，恐らくヨ ロヅパ，アメリカの電

球市場に急速に進出するこ主は可能であったと恩われる。少品種大量牛産の電

球部門では，一定の生産技術と資本基盤があれば低賃金を利用して外国市場に

進出することは容易であった。日本電気の場合も，同様なことが言えるのであ

40) 前掲書， 104ベージ.
41) 前掲書， 65ベージー
42l 前出「電気機械工業J117へージ。



第 1・2号第 110巻(62 ) 62 

〈単位千円〕

青¥1中国 ]r関東州J]アジア|ーッパ|アメリカ!その他|合計

1910 120 277 '/3 ng ng 231 '/03 

1912 322 212 61 2 3 130 730 

1914 584 398 112 ng 3 25 1，122 

1916 2，310 879 2，::176 l.:Wti 69 ;''19 7，419 

1918 3.823 3，150 6，822 873 62 5，876 20，506 

1920 6，693 3，821 4，870 1，252 1，000 2，447 20，D83 

電気事業用品輸出先分布円。表

1) 電気事業用品には電気機11<1草山外に銅綜，絶縁電線などが加えられているロヨーロッパ，アメ
リカは電球が大部分ぜあるロ

出所〕逓信省電気局「電気事業要覧j より作成.

ろう。すなわち，こうした部門では，販路制限は極めて有効に作用した。しか

販路制限が発送変電機器類，電動機などの重電機についても同様な有効性

を持ったかと言えばそうではない。日本の工業編成の中心は第 1次大戦前は軽

工業であれ輸出の中心は，第 1次大戦後も繊維中心の軽工業であれ機械類

の輸出は極めて少ない。電機産業においても，重電機器類，特に，大容量機器

は一貫して輸入依存であって，輸出余力，輸出競争力は低位にとどまっている。

L 

表-6にみるようにアメリカ， ヨーロヅバへの輸出が少ない原因は阪路制限に

よるものではな〈むしろわが国の当時の工業水準が規定する輸出構造に求めら

したがって高度の機械士業技術と電機技術を必要とするこれるべきであろう。

の部門では販路市j限は有効な作用を十分に果したとは言えない tあろう。しか

ヨ一戸ツパり市場を長初から断;宮、せざしながら，販路制限によってアメリカ，

るを得ず，生産を国内，植民地向けに限定したζ とは，高度の自主技術の開発

を放棄することを意味し，わが国の電機産業に寺色白内 L危良品市会t~辛ゐ由

鹿市止jif.e、食rAij自在洛全自走ィbト主役副を果したことに注意すべきであろう。

アメリカ電機資本の支配の問題を明らかにしたが，最後に電機産業に

また石崎昭彦教

以上，

対する直接投資がなぜ合弁企業，提携企業形態をとったかについて述べておこ

う。すでに述べたように，堀江教授は直接投資の多くが上の形態をとった理由

を，わが国企業が外国技術を必要としたからだとされている。
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授も「外資と提携することによって，その高度の技術を導入し，急激な発展を

図ろうとした」胡と技術獲得に求められている。竹内宏氏は欧米においては，

電機資本り直接投資が相手国の国内市場進出のために忌初から子会社を設立し

た例が多いのに対し，わが国においては国内企業が確立した後に，外国企業が

それらの企業の株式取得という形をとったことを一つの特徴と述べ，その理由

を日本側企業が外国企業の技術の必要に迫られたとされているが，その際，わ

が国の電機資本が国際競争に敗北した結果，技術提携の必要にせまられ系列化

きれたことをより重視されているべ私はより具体的という点で氏の見解に賛

成だが，氏の見解では， 日本電気のように支社あるいは完全子会社の設立が自

然であるにもかかわらずあえて合弁会社形態をとった理由を明らかにできない。

次のことが指摘される必要がある。第 1に電機産業が軍事的・政治的・経済的

集中性を高める重要な手段を供給する産業であるために，官軍需市場の比重は

高い。この市場での競争では政府，軍部との接触とそこからの情報が必要かっ

重要であり，とりわけ軍需は戦争遂行の上からも，国産品を必要とするので，

国内資本の方が外国資本より有利であれ外国資本と見倣されやすい完全子会

社は不利である。日本電気を合弁会社としたのはまさにこのためであった。東

京電気，芝浦製作所の場合は直接投資の実現時はともかく， 192()年代後半から

は官軍需の重要性が飛躍的に高まったことを指摘しておく。第 2にアメリカ電

機資本にとっ ζは合弁会社，企業提携形態による配当，技術指導料，原材料，

関連機械輸出刺益の獲得の方が，支社，完企子会社の設立によるよりも，直接

投資の危険負担を減少させた上で投資効率をあげることができたからである。

資本は武力によってであれ何であれ3 対外投資が完全に保障されないかぎり，

危険を避けるために合弁企業や企業提携による利潤確保を望むのである。また

「国産品奨励」の政府の声が高かったことも第2の理由の範囲に含まれるだろ

つ。

43) 石崎昭彦， 日本田資本主義化と外資， r神奈川大学商経論叢」第2巻第1号，昭和41年， 228ベ
;/0 

44) 前出「電芳成械工巽J111ぺ-</0
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おわりに

第 1次大戦前のわが国の電機産業はいまだ形成期にあるが，すでに ζ 白期に

アメリカ電機資本の直接投資を必然化させたものは，政府の産業政策としての

「自由」な国際競争の強制がもたら Lたわが国電機産業の敗北であコた。第 1

次大戦前の企業支配は，持株比率あるいは役員比率において直接的にあらわれ，

それが技術支阻，原材料，関連機械類の供給独占，市場分割と結合されていた。

第 1次大戦後には，技術支配を挺子とした原材料，関連機械類の供給独占，市

場分割によるいわば悶接的な支配が前面にあらわれる。具体的には日本電気，

東京電気が大戦前の典型であり，富土電機，三菱電機さらには住友電工が大戦

後の典型であろう。芝浦製作所が直接投資を受入れるのは戦前であるが，三井

財閥の完全な支配下にあることから戦後の典型の過渡をなしたように思われる。

， 1920年代初頭の内外電機独占資本の新たな結合，園内中小電機資本の外資排

除運動，帝国主義戦争開始による「外資始末Jは別稿の課題としたい。


